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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2026年２月10日（以下「本割当決議日」といいます。）開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度

に基づき、当社の執行役員、従業員及び当社のグループ会社の従業員に対し、自己株式の処分（以下「本自己株式処

分」といいます。）を行うことを決議し、2026年２月10日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき臨時報告書を提出いたしましたが、臨時報告書の記載事項の

うち、「処分価格」及び「処分価額の総額」が2024年２月18日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第

５項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　２　報告内容

(3)　発行価格及び資本組入額

(4)　発行価額の総額及び資本組入額の総額

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

(3)　発行価格及び資本組入額

（訂正前）

（ⅰ）発行価格　3,113円

（ⅱ）資本組入額　該当ありません

（注）発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、2026年２月９日（以下「本割当決議日直前

取引日」といいます。）の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値である3,113円として

おります。ただし、最終的な発行価格は、2026年２月18日（以下「条件決定日」といいます。）に決定する

こととし、①本割当決議日直前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値と②条件

決定日の直前取引日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値を比較し、高い方の金額を

譲渡制限付株式の処分価額として決定いたします。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分

により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

（訂正後）

（ⅰ）発行価格　3,113円

（ⅱ）資本組入額　該当ありません

（注）発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、2026年２月９日の東京証券取引所プライム

市場における当社の普通株式の終値である3,113円としております。なお、本臨時報告書の対象とした募集

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

(4)　発行価額の総額及び資本組入額の総額

（訂正前）

（ⅰ）発行価額の総額　5,695,233,500円

（ⅱ）資本組入額の総額　該当ありません

（注）発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本割当決議日直前取引日の東

京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である3,113円を基準として算出した見込み額です。

最終的な発行価額の総額は、上記、(3)発行価格及び資本組入額の（注）に記載の方法に従い決定された発行

価格に発行数を乗じて算出することとし、条件決定日に確定します。なお、本臨時報告書の対象とした募集

は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

（訂正後）

（ⅰ）発行価額の総額　5,695,233,500円

（ⅱ）資本組入額の総額　該当ありません

（注）発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本臨時報告書の対象とし

た募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
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